
 

 

羽曳野市からのお知らせ 
『児童発達支援、放課後等デイサービスのご利用について』 

受給者証が届いてからの手続き等について、主な留意事項をまとめましたのでご確認ください。 

１．サービスの利用開始前に 

※指定事業所は、事業所ごとに支援プログラムを策定し、インターネットその他の方法により公表する 

義務があります。（令和７年３月３１日までは努力義務） 

 

 

 

 

 

 

 

 

日 月 火 水 木 金 土 

1 2 3 4 5 6 7 

8 9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31     



 

 

２．サービスの利用が始まったら 

 

 

実 績 記 録 票 

日付 曜日 状況 開始 終了 確認欄 

３ 火  14：00 18：00 サイン 

10 火  14：00 18：00 サイン 

17 火 欠席   サイン 

24 火  14：00 18：00 サイン 

 

 

 

 

 

 

適切な支援を行う事業者は、指定基準を守って、利用者にも丁寧に支援をしています。 

 

参考 ウェブサイトで公開されている資料 

【大阪府 事業者に対する行政処分】羽曳野市内でも行政処分（事業所指定取消等）事例が発生しています。 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/280318gyouseisyobun.html 

 

【大阪府令和5年度指定障がい児支援事業者等集団指導資料 実地指導における主な指摘事項】 

・基準編 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4941/d2-kizyun-omonasidouzikou.pdf 
 
・報酬編 https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4941/d3-housyu-omonasidouzikou.pdf 

 

【お問合せ】羽曳野市役所  ℡072-958-1111（代）  
★サービスについては「こども家 庭 支 援 課 」へ 

★事 業 所 への苦 情 などの相 談 については「福 祉 指 導 監 査 課 」へ 

   

☆下記の市※を除き、大阪府下の児童発達支援事業者、放課後等デイサービス事業者の指定は、 

大阪府が行っています。 

（※大阪市、堺市、高槻市、東大阪市、豊中市、枚方市、八尾市、寝屋川市、吹田市） 

https://www.pref.osaka.lg.jp/o090080/chiikiseikatsu/syougaijisien/280318gyouseisyobun.html
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4941/d2-kizyun-omonasidouzikou.pdf
https://www.pref.osaka.lg.jp/documents/4941/d3-housyu-omonasidouzikou.pdf

